
 

まとめ資料比較表 〔58条 計装設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

添3.15-1



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.15 計装設備【58条】 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には，重大事故等が発生し，計測機

器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において当該パラメータを推定するために

有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となった場合

において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握で

きる設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。なお，「当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは，

事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施

設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の

把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）

を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備する

こと。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位が推定できる手

段を整備すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定で

きる手段を整備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは，複数のパラメータ

の中から確からしさを考慮し，優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射

線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータが計測又は監視及び記録ができること。 

 

 

3.15 計装設備 

3.15.1 設置許可基準規則第 58 条への適合方針 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

3.15 計装設備【58条】 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機

器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において当該パラメータを推定するために

有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となった場合

において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握で

きる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、

事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施

設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の

把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）

を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備す

ること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手

段を整備すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定で

きる手段を整備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータ

の中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射

線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータが計測又は監視及び記録ができること。 

 

 

3.15 計装設備 

3.15.1 設置許可基準規則第 58条への適合方針 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

3.15 計装設備【58条】 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測機

器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において当該パラメータを推定するために

有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となった場合

において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握で

きる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、

事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施

設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の

把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）

を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備す

ること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手

段を整備すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定で

きる手段を整備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータ

の中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射

線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータが計測又は監視及び記録ができること。 

 

 

3.15 計装設備 

3.15.1 設置許可基準規則第 58条への適合方針 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.15-2



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合において，当該

パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する設備を

設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータ（ 炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させ

るために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメ

ータ）は，「表 3.15-10 重大事故等対策における手順書の概要」

のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定

で分類された主要パラメータ（重要監視パラメータ）とする。 

 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは， 「表

3.15-10重大事故等対策における手順書の概要」のうち「1.15 事

故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定で分類された代

替パラメータ（重要代替監視パラメータ）とする。 

主要パラメータ及び代替パラメータのうち，自主対策設備の計

器のみで計測される場合は，有効監視パラメータ（自主対策設備）

とする（図 3.15-3 重大事故等時に必要なパラメータの選定フロ

ー 参照）。 

また，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及

びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助

的に監視するパラメータを補助パラメータとする。なお，重大事

故等対処設備の運転及び動作状態を表示する設備（ランプ表示灯

等）については，各条文の設置許可基準規則第 43条への適合状況

のうち， (2)操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） にて，

適合性を整理する（図 3.15-3  重大事故等時に必要なパラメータ

の選定フロー 参照）。 

  

(1)把握能力の整備（設置許可基準規則解釈の第１項 ａ）） 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設

備（重大事故等対処設備）について，設計基準を超える状態に

おける発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高計

測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にする。計測範囲

を表 3.15-11 に示す。 

 

(2)推定手段の整備（設置許可基準規則解釈の第１項ｂ）） 

ａ.監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用原

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合において，当該

パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する設備を

設置又は保管する。 

 当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータ（炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させ

るために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラ

メータ）は，「第 3.15－15 表 重大事故等対策における手順書

の概要」のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメ

ータの選定で分類された主要パラメータ（重要監視パラメータ）

とする。 

  当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，「第

3.15－15 表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち

「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定で分

類された代替パラメータ（重要代替監視パラメータ）とする。 

 主要パラメータ及び代替パラメータのうち，自主対策設備の計

器のみで計測される場合は，有効監視パラメータ（自主対策設備）

又は常用代替監視パラメータ（自主対策設備）とする（第 3.15

－2図 重大事故等時に必要なパラメータの選定フロー参照）。 

 また，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及

びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補

助的に監視するパラメータを補助パラメータとする。なお，重大

事故等対処設備の運転及び動作状態を表示する設備（ランプ表示

灯等）については，各条文の設置許可基準規則第 43 条への適合

状況のうち，(2)操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二）に

て，適合性を整理する（第 3.15－2図 重大事故等時に必要なパ

ラメータの選定フロー 参照）。 

 

 (1)把握能力の整備（設置許可基準規則解釈の第 1項 ａ）） 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設

備（重大事故等対処設備）について，設計基準を超える状態に

おける発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高計

測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にする。計測範囲

を第 3.15－16表に示す。 

 

 (2)推定手段の整備（設置許可基準規則解釈の第 1項 ｂ）） 

ａ.監視機能喪失時に使用する設備 

  発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用原

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータを計測することが困難となった場合において，当該

パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する設備を

設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータ（炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させる

ために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメー

タ）は，「第 3.15－10表 重大事故等対策における手順書の概要」

のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定

で分類された主要パラメータ（重要監視パラメータ）とする。 

 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，「第 3.15

－10表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち「1.15 事

故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定で分類された代

替パラメータ（重要代替監視パラメータ）とする。 

主要パラメータ及び代替パラメータのうち，自主対策設備の計

器のみで計測される場合は，有効監視パラメータ（自主対策設備）

とする（第 3.15－2図 重大事故等時に必要なパラメータの選定フ

ロー参照）。 

また，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及

びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助

的に監視するパラメータを補助パラメータとする。なお，重大事

故等対処設備の運転及び動作状態を表示する設備（ランプ表示灯

等）については，各条文の設置許可基準規則第 43条への適合状況

のうち，(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二）にて，

適合性を整理する（第 3.15－2図 重大事故等時に必要なパラメー

タの選定フロー参照）。 

 

 (1)把握能力の整備（設置許可基準規則解釈の第１項 a）） 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設

備（重大事故等対処設備）について，設計基準を超える状態に

おける発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高計

測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にする。計測範囲

を第 3.15－11表に示す。 

 

(2)推定手段の整備（設置許可基準規則解釈の第１項 b）） 

ａ.監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用原

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容

器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格

納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計測範囲

を超えた場合，「表 3.15-10 重大事故等対策における手順書の

概要」のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」の計器故障

時の代替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を超えた場

合の代替パラメータによる推定の対応手段等により推定ができ

る設計とする。 

 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器がある

場合，他チャンネルの計器により計測するとともに，重要代替

監視パラメータが複数ある場合は，推定する重要監視パラメー

タとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種類及び使

用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順位を定める。

推定手段及び優先順位を表 3.15-12に示す。 

 

ｂ．計器電源喪失時に使用する設備 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等により

計器電源が喪失した場合において，計測設備への代替電源設備

として常設代替交流電源設備（ 第一ガスタービン発電機），    

可搬型代替交流電源設備，所内蓄電式直流電源設備又は可搬型

直流電源設備を使用する。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・所内蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。 

   重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容

器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格

納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計測範囲

を超えた場合，「第 3.15－15 表 重大事故等対策における手

順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」

の計器故障時の代替パラメータによる推定又は計器の計測範

囲を超えた場合の代替パラメータによる推定の対応手段等に

より推定ができる設計とする。 

 

   計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器がある

場合，他チャンネルの計器により計測するとともに，重要代替

監視パラメータが複数ある場合は，推定する重要監視パラメー

タとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種類及び使

用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順位を定め

る。推定手段及び優先順位を第 3.15－17表に示す。 

 

ｂ．計器電源喪失時に使用する設備 

    非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等により

計器電源が喪失した場合において，計測設備への代替電源設備と

して常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設

直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源

設備を使用する。 

  具体的な設備は，以下のとおりとする。 

 ・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

 ・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

 ・所内常設直流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

 ・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

 ・可搬型代替直流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

 ・代替所内電気設備（3.14 電源設備【57条】） 

 

 

 

 ・燃料給油設備（3.14 電源設備【57条】） 

 

 

 

 

子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容

器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格

納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計測範囲

を超えた場合，「第 3.15－10表 重大事故等対策における手順

書の概要」のうち「1.15 事故時の計装に関する手順等」の計器

故障時の代替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を超え

た場合の代替パラメータによる推定の対応手段等により推定が

できる設計とする。 

 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器がある

場合，他チャンネルの計器により計測するとともに，重要代替

監視パラメータが複数ある場合は，推定する重要監視パラメー

タとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種類及び使

用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順位を定める。

推定手段及び優先順位を第 3.15－12表に示す。 

 

ｂ．計器電源喪失時に使用する設備 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等により

計器電源が喪失した場合において，計測設備への代替電源設備

として常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機），可搬型

代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直

流電源設備又は可搬型直流電源設備を使用する。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備【57条】） 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備【57条】） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，代替所内

電気設備の記載なし 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は常設代

替交流電源設備の系統

機能設備として燃料給
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常設代替交流電源設備（第一ガスタービン発電機），可搬型

代替交流電源設備，所内蓄電式直流電源設備及び可搬型直流電

源設備については，「3.14 電源設備【57条】」に記載する。 

 

  また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失し

た場合，特に重要なパラメータとして，重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータを計測するための設備として，温度，

圧力，水位及び流量に係るものについて，乾電池等を電源とし

た可搬型計測器を整備する。 

 

 

 

 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選定

を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネルが複数

ある場合は，いずれか 1つの適切なチャンネルを選定し計測又

は監視するものとする。同一の物理量について，複数のパラメ

ータがある場合は，いずれか 1つの適切なパラメータを選定し

計測又は監視するものとする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器 

 

 

 

 

(3)パラメータ記録時に使用する設備（設置許可基準規則解釈の

第１項 ｃ）） 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量

率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータが計測又は監視及び記録がで

きる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記録，

保存し，電源喪失により保存した記録が失われないとともに帳

票が出力できる設計とする。 

また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）（データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及び SPDS表示装置）（図

   常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常設直

流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電源設備，

代替所内電気設備及び燃料給油設備については，「3.14 電源設

備【57条】」に示す。 

  また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失し

た場合，特に重要なパラメータとして，重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータを計測する設備については，温度，

圧力，水位及び流量に係るものについて，乾電池を電源とした可

搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧

力，水位及び流量（注水量）計測用）及び可搬型計測器（原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，水位及び流量（注水

量）計測用）（以下「可搬型計測器」という。）により計測でき

る設計とする。 

  なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選定

を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネルが複数

ある場合は，いずれか 1 つの適切なチャンネルを選定し計測又

は監視するものとする。同一の物理量について，複数のパラメ

ータがある場合は，いずれか 1 つの適切なパラメータを選定し

計測又は監視するものとする。 

  具体的な設備は，以下のとおりとする。 

     ・可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，

圧力，水位及び流量（注水量）計測用） 

 ・可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，

水位及び流量（注水量）計測用） 

 

 (3)パラメータ記録時に使用する設備（設置許可基準規則解釈の

第 1項 ｃ）） 

  原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量

率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視及び記録がで

きる設計とする。 

  重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記録，

保存し，電源喪失により保存した記録が失われないとともに帳

票が出力できる設計とする。 

 

  具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装

常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機），可搬型代替

交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電

源設備，可搬型直流電源設備及び代替所内電気設備については，

「3.14 電源設備【57条】」に記載する。 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失し

た場合，特に重要なパラメータとして，重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータを計測するための設備として，温度，

圧力，水位及び流量に係るものについて，乾電池を電源とした

可搬型計測器により計測できる設計とする。 

 

 

 

 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選定

を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネルが複数

ある場合は，いずれか１つの適切なチャンネルを選定し計測又

は監視するものとする。同一の物理量について，複数のパラメ

ータがある場合は，いずれか１つの適切なパラメータを選定し

計測又は監視するものとする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器 

 

 

 

 

(3)パラメータ記録時に使用する設備（設置許可基準規則解釈の

第１項 c）） 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量

率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータが計測又は監視及び記録がで

きる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記録，

保存し，電源喪失により保存した記録が失われないとともに帳

票が出力できる設計とする。 

また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ

収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装

油設備を整理 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，代替所内

電気設備の記載なし 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，温度計測

機能を有する計測器と

温度計測機能を有さな

い計測器の２種類を使

用（①の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，パラメ

ータの記録は必要な容

添3.15-5
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3.15-6） 

 

3.15.2 重大事故等対処設備 

3.15.2.1 計装設備 

3.15.2.1.1 設備概要 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により，当該重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータを計測することが困難となった場合におい

て，当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測

する設備を設置又は保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3.15-4,5に重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タの計装設備の概要図を示す。 

 

なお，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータにつ

いては，重大事故等時の有効な情報を把握するため，設計基準

対象施設の計装設備も用いて監視している。このような計装設

備は，設計基準対象施設としての要件に沿って設置しており，

かつ，その使用目的を変えるものではないが，推定という手法

も含めて設置許可基準規則第58条適合のために必要な設備であ

ることから，他の重大事故等対処設備の計装設備とあわせて設

置許可基準規則第43条への適合状況を整理する。 

 

 

 

置）（第 3.15－8図） 

 

3.15.2 重大事故等対処設備 

3.15.2.1 計装設備 

3.15.2.1.1 設備概要 

  重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により，当該重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータを計測することが困難となった場合におい

て，当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測

する設備を設置又は保管する。 

  重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タ（主要パラメータ）及び当該パラメータを推定するために必

要なパラメータ（代替パラメータ）のうち，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータは，設計基準を超える状態にお

ける発電用原子炉施設の状態を把握できる計測範囲を有し，ま

た，把握能力を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を推定す

る手段を有する設計とする。 

  重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備の電源は，非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備が

喪失した場合において，代替電源設備から給電が可能な設計と

する。 

  また，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，

計測又は監視及び記録ができる設計とする。 

 

  計装設備に関する重大事故等対処設備一覧を第 3.15－1 表

に，計装設備（重大事故等対処設備）の系統概要図を第 3.15－

3図から第 3.15－8図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  なお，発電用原子炉施設の状態を補助的に監視する補助パラ

メータうち，重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判

断基準として用いるパラメータについては，重大事故等対処設

置）（第 3.15－5図） 

 

3.15.2 重大事故等対処設備 

3.15.2.1 計装設備 

3.15.2.1.1 設備概要 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により，当該重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータを計測することが困難となった場合におい

て，当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測

する設備を設置又は保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.15－3,4図に重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータの計装設備の概要図を示す。 

 

なお，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータにつ

いては，重大事故等時の有効な情報を把握するため，設計基準

対象施設の計装設備も用いて監視している。このような計装設

備は，設計基準対象施設としての要件に沿って設置しており，

かつ，その使用目的を変えるものではないが，推定という手法

も含めて設置許可基準規則第58条適合のために必要な設備であ

ることから，他の重大事故等対処設備の計装設備とあわせて設

置許可基準規則第43条への適合状況を整理する。 

また，発電用原子炉施設の状態を補助的に監視する補助パラ

メータのうち，重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の

判断基準として用いるパラメータについては，重大事故等対処

量を保存できる設計と

している 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

3.15.1 設置許可基

準規則第 58条への適合

方針に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は補助パラ
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備とする。 

 

第 3.15－1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（1／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備とする。 

 

第 3.15－1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧 

（１／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉圧力容器温度（ＳＡ）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

高圧原子炉代替注水流量【常設】 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去ポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量（設計基準拡張）【常設】 

代替注水流量(常設)【常設】 

低圧原子炉代替注水流量【常設】 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）【常設】 

格納容器代替スプレイ流量【常設】 

ペデスタル代替注水流量【常設】 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）【常設】 

残留熱代替除去系原子炉注水流量【常設】 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量【常設】 

ドライウェル温度（ＳＡ）【常設】 

ペデスタル温度（ＳＡ）【常設】 

ペデスタル水温度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

ドライウェル水位【常設】 

ペデスタル水位【常設】 

格納容器水素濃度（Ｂ系）【常設】 

格納容器水素濃度（ＳＡ）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）【常設】 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）【常設】 

中性子源領域計装【常設】 

中間領域計装【常設】 

平均出力領域計装【常設】 

スクラバ容器水位【常設】 

メータの記載なし 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様の相違  
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第 3.15－1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（2／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧 

（２／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備区分 設備名 

主要設備 スクラバ容器圧力【常設】 

スクラバ容器温度【常設】 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）【常設】 

第１ベントフィルタ出口水素濃度【可搬型】 

残留熱除去系熱交換器入口温度（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量（設計基準拡張）【常設】 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

残留熱除去ポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

低圧原子炉代替注水槽水位【常設】 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力【常設】 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力（設計基準拡張）【常設】 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力【常設】 

原子炉建物水素濃度【常設】 

静的触媒式水素処理装置入口温度【常設】 

静的触媒式水素処理装置出口温度【常設】 

格納容器酸素濃度（Ｂ系）【常設】 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）【常設】 

燃料プール水位（ＳＡ）【常設】 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）【常設】 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）【常設】 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備【常設】を含む。） 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）【常設】※2 

可搬型計測器【可搬型】 

附属設備 － 

水源 

（水源に関

する流路，電

源設備を含

む） 

－ 

流路 － 

注水先 － 

 

・設備，運用の相違 
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①～㉔の相違 
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第 3.15－1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（3／4） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧 

（３／４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備区分 設備名 

電源設備 
※１ 

常設代替交流電源設備 

 ガスタービン発電機【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

ガスタービン発電機用サービスタンク【常設】 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ【常設】 

可搬型代替交流電源設備 

 高圧発電機車【可搬型】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

代替所内電気設備 

緊急用メタクラ【常設】 

メタクラ切替盤【常設】 

高圧発電機車接続プラグ収納箱【常設】 

緊急用メタクラ接続プラグ盤【常設】 

ＳＡロードセンタ【常設】 

ＳＡ１コントロールセンタ【常設】 

ＳＡ２コントロールセンタ【常設】 

充電器電源切替盤【常設】 

重大事故操作盤【常設】 

非常用高圧母線Ｃ系【常設】 

非常用高圧母線Ｄ系【常設】 

所内常設蓄電式直流電源設備 

Ｂ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

Ｂ－115V系充電器【常設】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様の相違  
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第 3.15－1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧（4／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－1表 計装設備に関する重大事故等対処設備一覧 

（４／４） 

※１：単線結線図を補足説明資料 58－2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

※２：安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）については「3.19 通信連絡を行う

ために必要な設備（設置許可基準規則第 62条に対する設計方針を示す章）」で

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備区分 設備名 

電源設備 
※１ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

非常用交流電源設備 

 非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ（設計基準拡張）【常設】 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ（設計基準拡

張）【常設】 

 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

 非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク（設計基準拡張）【常設】 

 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク（設計基準拡

張）【常設】 

非常用直流電源設備 

Ａ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

高圧炉心スプレイ系蓄電池（設計基準拡張）【常設】 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池【常設】 

上記所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備への給電

のための設備として以下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

上記非常用直流電源設備への給電のための設備として以下の設備を使

用する。 

非常用交流電源設備 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様の相違  
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3.15.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を表 3.15‐2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.2.1.2 主要設備の仕様 

 主要機器の仕様を第 3.15－2表に示す。 

 

第 3.15－2表 主要設備の仕様（1／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を第 3.15－2表に示す。 

 

第 3.15－2表 計装設備の主要機器仕様（１／４） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

原子炉圧力容器温度 

（ＳＡ） 
熱電対 ０～500℃ ２ 原子炉格納容器内 

原子炉圧力 
弾性圧力検出器 

※１ 

０～10MPa 

［gage］ 
２ 

原子炉建物原子炉棟 

１階 

原子炉圧力（ＳＡ） 
弾性圧力検出器 

※１ 

０～11MPa 

［gage］ 
１ 

原子炉建物原子炉棟 

地下１階 

原子炉水位（広帯域） 
差圧式水位検出器

※２ 

－400～ 

150cm※10 
２ 

原子炉建物原子炉棟 

１階 

原子炉水位（燃料域） 
差圧式水位検出器

※２ 

－800～ 

－300cm※10 
２ 

原子炉建物原子炉棟 

地下１階 

原子炉水位（ＳＡ） 
差圧式水位検出器

※２ 

－900～ 

150cm※10 
１ 

原子炉建物原子炉棟 

地下１階 

高圧原子炉代替注水流

量 

差圧式流量検出器

※３ 
０～150m3/h １ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口流量 

差圧式流量検出器

※３ 
０～150m3/h １ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

高圧炉心スプレイポン

プ出口流量 

差圧式流量検出器

※３ 
０～1,500m3/h １ 

原子炉建物原子炉棟 

地下１階 

残留熱除去ポンプ出口

流量 

差圧式流量検出器

※３ 
０～1,500m3/h ３ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

低圧炉心スプレイポン

プ出口流量 

差圧式流量検出器

※３ 
０～1,500m3/h １ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

代替注水流量(常設) 
超音波式流量検出

器※19 
０～300m3/h １ 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ格納槽内 

低圧原子炉代替注水流

量 

差圧式流量検出器

※３ 
０～200m3/h ２ 

原子炉建物原子炉棟 

１階 

低圧原子炉代替注水流

量（狭帯域用） 

差圧式流量検出器

※３ 
０～50m3/h ２ 

原子炉建物原子炉棟 

１階 

格納容器代替スプレイ

流量 

差圧式流量検出器

※３ 
０～150m3/h ２ 

原子炉建物原子炉棟 

１階 

ペデスタル代替注水流

量 

差圧式流量検出器

※３ 
０～150m3/h ２ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階，中１階 

ペデスタル代替注水流

量（狭帯域用） 

差圧式流量検出器

※３ 
０～50m3/h ２ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階，中１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ
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第 3.15－2表 主要設備の仕様（2／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－2表 計装設備の主要機器仕様（２／４） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

残留熱代替除去系原子炉

注水流量 

差圧式流量検出器

※３ 
０～50m3/h １ 

原子炉建物原子炉棟 

１階 

残留熱代替除去系格納容

器スプレイ流量 

差圧式流量検出器

※３ 
０～150m3/h １ 

原子炉建物原子炉棟 

１階 

ドライウェル温度（ＳＡ） 熱電対 ０～300℃ ７ 原子炉格納容器内 

ペデスタル温度（ＳＡ） 熱電対 ０～300℃ ２ 原子炉格納容器内 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 熱電対 ０～300℃ ２ 原子炉格納容器内 

サプレッション・チェン

バ温度（ＳＡ） 
熱電対 ０～200℃ ２ 原子炉格納容器内 

サプレッション・プール

水温度（ＳＡ） 
測温抵抗体 ０～200℃ ２ 原子炉格納容器内 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
弾性圧力検出器 

※４ 

０～1,000kPa 

［abs］ 
２ 

原子炉建物原子炉棟 

中２階，３階 

サプレッション・チェン

バ圧力（ＳＡ） 

弾性圧力検出器 

※４ 

０～1,000kPa 

［abs］ 
２ 

原子炉建物原子炉棟 

中２階，３階 

サプレッション・プール

水位（ＳＡ） 

差圧式水位検出器

※５ 
－0.80～5.50m※12 １ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

ドライウェル水位 電極式水位検出器 

 －3.0m※11,  

 －1.0m※11, 

＋1.0m※11 

３ 原子炉格納容器内 

ペデスタル水位 電極式水位検出器 

 ＋0.1m※13,  

 ＋1.2m※13, 

 ＋2.4m※13,  

＋2.4m※13 

４ 原子炉格納容器内 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 
熱伝導式水素検出

器 

０～５vol％／ 

０～100vol％ 
１ 

原子炉建物原子炉棟 

３階 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 
熱伝導式水素検出

器 
０～100vol％ １ 

原子炉建物原子炉棟 

中２階 

格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ドライウェル） 
電離箱 10－２～10５Sv/h ２ 

原子炉建物原子炉棟 

１階，中１階 

格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（サプレッション・

チェンバ） 

電離箱 10－２～10５Sv/h ２ 
原子炉建物原子炉棟 

地下１階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様の相違 
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第 3.15－2表 主要設備の仕様（3／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－2表 計装設備の主要機器仕様（３／４） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

中性子源領域計装 核分裂計数管 

10－１～10６s-1 

（1.0×10３～ 

1.0×10９ 

cm-2・s-1） 

４ 原子炉格納容器内 

中間領域計装 核分裂電離箱 

０～40％ 

又は０～125％ 

（1.0×10８～

1.5×1013cm-2

・s-1） 

８ 原子炉格納容器内 

平均出力領域計装 核分裂電離箱 

０～125％ 

（1.2×1012～ 

2.8×1014 

cm-2・s -1）※14 

６※15 原子炉格納容器内 

スクラバ容器水位 差圧式水位検出器※６ ８ 
第１ベントフィルタ格

納槽内 

スクラバ容器圧力 弾性圧力検出器※７ 
０～１MPa 

［gage］ 
４ 

第１ベントフィルタ格

納槽内 

スクラバ容器温度 熱電対 ０～300℃ ４ 
第１ベントフィルタ格

納槽内 

第１ベントフィルタ出口

放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ） 

電離箱 
10－２～10５

Sv/h 
２ 

第１ベントフィルタ格

納槽内 

電離箱 
10－３～10４

mSv/h 
１ 屋外 

第１ベントフィルタ出口

水素濃度 
熱伝導式水素検出器 

０～20vol％／ 

０～100vol％ 

１ 

(予備１) 
屋外 

残留熱除去系熱交換器入

口温度 
熱電対 ０～200℃ ２ 

原子炉建物原子炉棟 

１階，中 1 階 

残留熱除去系熱交換器出

口温度 
熱電対 ０～200℃ ２ 

原子炉建物原子炉棟 

１階，中 1 階 

残留熱除去系熱交換器冷

却水流量 
差圧式流量検出器※３ ０～1,500m3/h ２ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

高圧炉心スプレイポンプ

出口圧力 
弾性圧力検出器※８ 

０～12MPa 

［gage］ 
１ 

原子炉建物原子炉棟 

地下１階 

残留熱除去ポンプ出口圧

力 
弾性圧力検出器※８ 

０～４MPa 

［gage］ 
３ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

低圧原子炉代替注水槽水

位 
差圧式水位検出器※９ ０～1,500m3 １ 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ格納槽内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様の相違 
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第 3.15－2表 主要設備の仕様（4／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－2表 計装設備の主要機器仕様（４／４） 

名称 検出器の種類 計測範囲 個数 取付箇所 

低圧原子炉代替注水ポン

プ出口圧力 

弾性圧力検出器※

８ 

０～４MPa 

［gage］ 
２ 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ格納槽内 

原子炉隔離時冷却ポンプ

出口圧力 

弾性圧力検出器※

８ 

０～10MPa 

［gage］ 
１ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

低圧炉心スプレイポンプ

出口圧力 

弾性圧力検出器 

※８ 

０～５MPa 

［gage］ 
１ 

原子炉建物原子炉棟 

地下２階 

残留熱代替除去ポンプ 

出口圧力 

弾性圧力検出器 

※８ 

０～３MPa 

［gage］ 
２ 

原子炉建物付属棟 

地下２階 

原子炉建物水素濃度 

触媒式水素検出

器 

熱伝導式水素検

出器 

０～10vol％ 

０～20vol％ 

１ 

６ 

原子炉建物原子炉棟 

地下１階，１階， 

２階，４階 

静的触媒式水素処理装置

入口温度 
熱電対 ０～100℃ ２ 

原子炉建物原子炉棟 

４階 

静的触媒式水素処理装置

出口温度 
熱電対 ０～400℃ ２ 

原子炉建物原子炉棟 

４階 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 
熱磁気風式酸素

検出器 

０～５vol％／ 

０～25vol％ 
１ 

原子炉建物原子炉棟 

３階 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
磁気力式酸素検

出器 
０～25vol％ １ 

原子炉建物原子炉棟 

中２階 

燃料プール水位・温度（Ｓ

Ａ） 
熱電対 

－1,000～

6,710mm※16 

（EL34518～ 

 42228） 

１※17 
原子炉建物原子炉棟 

４階 

０～150℃ 

燃料プール水位（ＳＡ） 
ガイドパルス式

水位検出器※18 

－4.30～7.30m※16 

（EL31218～

42818） 

１ 
原子炉建物原子炉棟 

４階 

燃料プールエリア放射線

モニタ（高レンジ・低レ

ンジ）（ＳＡ） 

電離箱 
10－３～10４ 

mSv/h 
１ 

原子炉建物原子炉棟 

４階 

電離箱 
10１～10８ 

mSv/h 
１ 

原子炉建物原子炉棟 

４階 

燃料プール監視カメラ

（ＳＡ） 
赤外線カメラ － １ 

原子炉建物原子炉棟 

４階 

※１：隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（基準面器からの水頭圧を含む）と大気圧の差を計測 

※２：隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（基準面器からの水頭圧を含む）と原子炉圧力容器下部の差圧を

計測 

※３：隔液ダイアフラムにかかる絞り機構前後の差圧を計測 

※４：隔液ダイアフラムにかかる格納容器内圧力の絶対圧力を計測 

※５：隔液ダイアフラムにかかるサプレッション・チェンバ圧力（基準面器からの水頭圧を含む）とサプレッ

ション・プール下部の差圧を計測 

※６：隔液ダイアフラムにかかるスクラバ容器内の圧力（気相部）とスクラバ容器下部の差圧を計測 

※７：隔液ダイアフラムにかかるスクラバ容器圧力と大気圧の差を計測 

※８：隔液ダイアフラムにかかるポンプ出口圧力を計測 

※９：隔液ダイアフラムにかかる水槽の水頭圧と大気圧の差から水量を計測 

※10：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより 1,328cm）。 

※11：基準点は格納容器底面（EL10100）。 

※12：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。 

※13：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706)。 

※14：定格出力時の値に対する比率で示す。 

※15：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信

号が入力される。 

※16：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518）。 

※17：検出点は７箇所。 
※18：パルス信号を発信し水面までの往復時間を測定することで，水面までの距離を計測 
※19：検出器間で送受信される超音波パルスの伝搬時間差を測定することで，流量を計測 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様の相違 
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安全パラメータ表示システム（SPDS）の主要機器仕様を以下

に示す。 

 

 

 

 

 

 

設 備 名    データ伝送装置 

使 用 回 線  有線系回線，無線系回線 

個     数  1 式 

取 付 箇 所  6 号炉 コントロール建屋地上 1 階 

7 号炉 コントロール建屋地上 1 階 

 

 

設 備 名    緊急時対策支援システム伝送装置 

使 用 回 線  有線系回線，無線系回線 

個     数  1 式（6 号及び 7 号炉共用） 

取 付 箇 所  5 号炉原子炉建屋地上 3 階 

（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

 

設 備 名    SPDS 表示装置 

個     数  1 式（6 号及び 7 号炉共用） 

取 付 箇 所  5 号炉原子炉建屋地上 3 階 

（5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所） 

 

可搬型計測器の主要機器仕様を以下に示す。 

 

 

 

個     数  48（24／プラント）（予備 24（6 号及

び 7 号炉共用）） 

保 管 場 所  6 号炉 コントロール建屋地上 2 階 

7号炉 コントロール建屋地上 2 階 

 5号炉原子炉建屋地上 3 階（5 号炉原

子炉建屋内緊急時対策所） 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の主要機器仕様を

以下に示す。 

  兼用する設備は以下のとおり。 

  ・緊急時対策所（通常運転時等） 

  ・緊急時対策所（重大事故等時） 

  ・通信連絡設備（通常運転時等） 

  ・通信連絡設備（重大事故等時） 

 

   設 備 名    データ伝送装置 

   使 用 回 線  有線系回線，無線系回線 

   個     数  一式 

   取 付 箇 所  原子炉建屋付属棟 3階（中央制御室） 

 

 

 

   設 備 名    緊急時対策支援システム伝送装置 

   使 用 回 線  有線系回線，衛星系回線 

   個     数  一式 

   取 付 箇 所  緊急時対策所建屋 2階 

 

 

   設 備 名    ＳＰＤＳデータ表示装置 

   個     数  一式 

   取 付 箇 所  緊急時対策所（緊急時対策所建屋 2階） 

 

 

  可搬型計測器の主要機器仕様を以下に示す。 

   設 備 名    可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器内の温度，圧力，水位及

び流量（注水量）計測用） 

   個    数   20（予備 20） 

   取 付 箇 所  原子炉建屋付属棟 3階（中央制御室） 

   保 管 場 所  原子炉建屋付属棟 3階（中央制御室） 

            緊急時対策所建屋 2階（予備） 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の主要機器仕様を

以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

設 備 名  ＳＰＤＳデータ収集サーバ 

使 用 回 線   有線系回線，無線系回線 

個 数  １式 

取 付 箇 所   廃棄物処理建物１階 

 

 

 

設 備 名  ＳＰＤＳ伝送サーバ 

使 用 回 線   有線系回線，無線系回線 

個 数  １式 

取 付 箇 所   緊急時対策所１階 

 

 

設 備 名  ＳＰＤＳデータ表示装置 

個 数  １式 

取 付 箇 所   緊急時対策所１階 

 

 

可搬型計測器の主要機器仕様を以下に示す。 

 

 

 

個 数  30（予備 30） 

 

保 管 場 所   廃棄物処理建物１階 

         緊急時対策所１階 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

柏崎 6/7，島根２号炉

は本文第 3.15－1 表に

記載） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当しない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

伝送ルートの相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当しない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当しない 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

可搬型計測器の個数

の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当しない 
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なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規

則第57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.15.2.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.15.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1)環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項

一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち

以下のパラメータを計測する設備は，原子炉格納容器内に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大

事故等が発生した場合における，原子炉格納容器内の環境

条件及び荷重条件を考慮し，表 3.15-3 に示す設計とする。 

・原子炉圧力容器温度 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   設 備 名    可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原

子炉格納容器内の圧力，水位及び流量

（注水量）計測用） 

   個    数   19（予備 19） 

   取 付 箇 所  原子炉建屋付属棟 3階（中央制御室） 

   保 管 場 所  原子炉建屋付属棟 3階（中央制御室） 

            緊急時対策所建屋 2階（予備） 

  

 

 

3.15.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.15.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

 (1)環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

 

 (ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

  (ⅱ)適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち

以下のパラメータを計測する設備は，原子炉格納容器内に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大

事故等時における原子炉格納容器内の環境条件を考慮し，

以下の第 3.15－3表に示す設計とする。 

   ・原子炉圧力容器温度 

   ・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器下部水温 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，電源設備については，「3.14電源設備（設置許可基準

規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.15.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.15.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1)環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち

以下のパラメータを計測する設備は，原子炉格納容器内に

設置する設備であることから，その機能を期待される重大

事故等が発生した場合における，原子炉格納容器内の環境

条件及び荷重条件を考慮し，第 3.15－3表に示す設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

可搬型計測器の個数

の相違 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

第 3.15－1表に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，ドライウェル雰囲気

温度にペデスタル温度

を含んだパラメータと

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

添3.15-16



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・サプレッション・チェンバ気体温度 

・サプレッション・チェンバ・プール水温度 

 

・格納容器下部水位 

 

 

・格納容器内水素濃度（SA） 

 

 

 

・起動領域モニタ 

 

・平均出力領域モニタ 

なお，起動領域モニタ，平均出力領域モニタについては，

重大事故等時初期における原子炉格納容器内の環境条件を

考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち

以下のパラメータを計測する設備は，原子炉建屋原子炉区

域内に設置する設備であることから，その機能を期待され

る重大事故等が発生した場合における，原子炉建屋原子炉

区域内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.15-3に示す

設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

   ・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

   ・サプレッション・プール水温度 

    

   ・格納容器下部水位 

 

 

   

 

 

 

・起動領域計装 

 

   ・平均出力領域計装 

    なお，起動領域計装及び平均出力領域計装については，

未臨界確認を目的に想定される重大事故等時初期おける原

子炉格納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

 

第 3.15－3表 想定する環境条件（原子炉格納容器内） 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメ

ータを計測する設備は，原子炉建屋原子炉棟内に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等時

における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，以下

の第 3.15－4表に示す設計とする。 

   ・原子炉圧力 

   ・原子炉圧力（ＳＡ） 

   ・原子炉水位（広帯域） 

   ・原子炉水位（燃料域） 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

・ペデスタル水位 

 

 

 

 

 

 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

・平均出力領域計装 

なお，中性子源領域計装，中間領域計装及び平均出力領

域計装については，重大事故等時初期における原子炉格納

容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメ

ータを計測する設備は，原子炉建物原子炉棟内に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等が

発生した場合における，原子炉建物原子炉棟内の環境条件

及び荷重条件を考慮し，第 3.15－3表に示す設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

   ・原子炉水位（広帯域） 

   ・原子炉水位（燃料域） 

⑪の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑫の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③，⑬の相違，設置場

所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 
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・原子炉水位（SA） 

 

・高圧代替注水系系統流量 

・復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心注水系系統流量 

・残留熱除去系系統流量             

      

 

 

 

 

 

・格納容器内圧力（D/W） 

・格納容器内圧力（S/C） 

・サプレッション・チェンバ・プール水位 

・格納容器内水素濃度 

 

 

 

 

 

 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 

 

・復水補給水系温度（代替循環冷却） 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ（7号炉） 

 

 

   ・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

   ・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

   ・高圧代替注水系系統流量 

   ・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

   ・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

   ・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 

   ・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 

   ・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 

   ・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 

   ・低圧代替注水系格納容器下部注水流量 

   ・原子炉隔離時冷却系系統流量 

   ・高圧炉心スプレイ系系統流量 

   ・残留熱除去系系統流量 

   ・低圧炉心スプレイ系系統流量 

 

 

・代替循環冷却系原子炉注水流量 

   ・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 

 

   ・ドライウェル圧力 

   ・サプレッション・チェンバ圧力 

   ・サプレッション・プール水位 

 

 

 

   ・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

   ・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ） 

   ・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ） 

 

   ・代替循環冷却系ポンプ入口温度 

 

 

 

 

 

・原子炉水位（ＳＡ） 

 

・高圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

 

 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

 

 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

 

 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェン

バ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑬の相違，設置場

所の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑲の相違 

添3.15-18
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・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量（6号炉区分Ⅲ） 

 

 

・残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

 

・高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

 

 

・格納容器内酸素濃度 

 

 

 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA広域） 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

 

・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 

 

 

 

 

 

 

   ・残留熱除去系熱交換器入口温度 

   ・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

 

 

   ・残留熱除去系海水系系統流量（Ａ系） 

   ・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

   ・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

 

 

   ・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

   ・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

   ・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

   ・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

   ・原子炉建屋水素濃度 

   ・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 

 

    

 

 

・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

   ・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

   ・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

 

   ・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ） 

   ・使用済燃料プール監視カメラ 

   ・非常用窒素供給系供給圧力 

   ・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力 

   ・非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力 

   ・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ圧力 

 

 

   ・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

・ＲＣＷサージタンク水位 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

㉒の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧，㉔の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

添3.15-19
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重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち

以下のパラメータを計測する設備は，原子炉建屋内の原子

炉区域外及びその他の建屋内に設置する設備であることか

ら，その機能を期待される重大事故等が発生した場合にお

ける， 原子炉建屋内の原子炉区域外及びその他の建屋内の

環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.15-3に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置入口圧力 

 

 

 

 

第 3.15－4表 想定する環境条件（原子炉建屋原子炉棟内） 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメ

ータを計測する設備は，原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置

する設備であることから，その機能を期待される重大事故

等時における原子炉建屋廃棄物処理棟内の環境条件を考慮

し，以下の第 3.15－5表に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメ

ータを計測する設備は，原子炉建物付属棟内及びその他の

建物内に設置する設備であることから，その機能を期待さ

れる重大事故等が発生した場合における，原子炉建物付属

棟内及びその他の建物内の環境条件及び荷重条件を考慮

し，第 3.15－3表に示す設計とする。 

   ・代替注水流量（常設） 

 

 

 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

・スクラバ容器水位 

 

 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違，設置場所の

相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉓の相違 

【東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置場所の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑮の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・フィルタ装置水素濃度 

 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ（6号炉） 

 

 

・原子炉補機冷却水系系統流量（6号炉区分Ⅰ,Ⅱ，7号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・復水貯蔵槽水位（SA） 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置入口水素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

 

・残留熱除去系海水系系統流量（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

 

 

 

 

 

・緊急用直流 125V主母線盤電圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

 

・燃料プール監視カメラ用冷却設備 

 

・Ｃ－メタクラ母線電圧 

・Ｄ－メタクラ母線電圧 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・Ａ－115V系直流盤母線電圧 

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

・230V系直流盤（常用）母線電圧 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違，設置場所の

相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑲の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 
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第 3.15－5表 想定する環境条件（原子炉建屋廃棄物処理棟内）

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，格納容器圧力逃がし装置格納槽

内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事

故等時における格納容器圧力逃がし装置格納槽内の環境条件を

考慮し，以下の第 3.15－6表に示す設計とする。 

   ・フィルタ装置水位 

   ・フィルタ装置圧力 

   ・フィルタ装置スクラビング水温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

・Ｎ２ガスボンベ圧力 

・ＲＣＷ熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

 

第 3.15－3表 想定する環境条件及び荷重条件（屋内） 
環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

検出器の設置場所である原子炉格納容器内，原子炉建物原子炉棟内，原子

炉建物付属棟内及びその他の建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しないことを

確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。） 

風（台風）・積雪 原子炉格納容器内，原子炉建物原子炉棟内，原子炉建物付属棟内及びその

他の建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響を受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理 
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第 3.15－6表 想定する環境条件（格納容器圧力逃がし装置格納槽内） 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，常設低圧代替注水系ポンプ室

内に設置する設備であることから，その機能を期待される重大

事故等時における常設低圧代替注水系ポンプ室内の環境条件を

考慮し，以下の第 3.15－7表に示す設計とする。 

   ・代替淡水貯槽水位 

   ・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

第 3.15－7表 想定する環境条件（常設低圧代替注水系ポンプ室内） 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 
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重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，屋外に設置する設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合にお

ける，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，表3.15-4に示す

設計とする。 

・フィルタ装置水位 

 

 

・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

 

 

・フィルタ装置スクラバ水 pH 

 

 

測する設備は，常設代替高圧電源装置置場（地下）に設置する

設備であることから，その機能を期待される重大事故等時にお

ける常設代替高圧電源装置置場（地下）の環境条件を考慮し，

以下の第 3.15－8表に示す設計とする。 

   ・西側淡水貯水設備水位 

   ・緊急用Ｍ／Ｃ電圧 

   ・緊急用Ｐ／Ｃ電圧 

 

第 3.15－8表 想定する環境条件（常設代替高圧電源装置置場（地

下）） 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，屋外に設置する設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等時における屋外の環

境条件を考慮し，以下の第 3.15－9表に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，屋外に設置する設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合にお

ける，屋外の環境条件及び荷重条件を考慮し，第 3.15－4表に

示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑰の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑱の相違 
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重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，原子炉建屋屋上に設置する設

備であることから，その機能を期待される重大事故等が発生し

た場合における，原子炉建屋屋上の環境条件及び荷重条件を考

慮し，表 3.15-4 に示す設計とする。 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ） 

      

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－9表 想定する環境条件（屋外） 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，原子炉建屋付属棟内に設置又は保管する設備で

あることから，その機能を期待される重大事故等時における原

子炉建屋付属棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.15－10表に

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

 

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口水素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－4表 想定する環境条件及び荷重条件（屋外） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

検出器の保管・設置場所である屋外で想定される温度，圧力，湿度及び放

射線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

降水及び凍結により機能を損なうことのないよう防水対策及び凍結対策を

行える設計とする。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。） 

風（台風）・積雪 検出器の保管・設置場所である屋外で風力荷重，積雪荷重を考慮しても機

器が損傷しないことを応力評価により確認する。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑲の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違，設置場所の

相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置場所の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理 
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安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置

は，コントロール建屋内に設置する設備であることから，その

機能を期待される重大事故等が発生した場合における， コント

ロール建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表3.15-5 に示

す対応とする。 

 

可搬型計測器は，コントロール建屋内に保管するため，その

機能を期待される重大事故等が発生した場合における， コント

ロール建屋内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.15-5 に

示す対応とする。 

 

また，安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち緊急時対

策支援システム伝送装置及び SPDS 表示装置は，5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所内に設置する設備であることから，その機

能を期待される重大事故等が発生した場合における， 5 号炉原

子炉建屋内緊急時対策所内のそれぞれの環境条件及び荷重条件

を考慮し，表 3.15-6 に示す対応とする。 

可搬型計測器は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に保管

するため，重大事故等時における 5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所内の環境条件及び荷重条件を考慮し，表 3.15-6 に示す設

計とする。 

 

 

 

 

示す設計とする。 

  ・使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置 

  ・Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧 

  ・Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧 

  ・Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧 

  ・Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧 

  ・Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧 

  ・直流 125V主母線盤２Ａ電圧 

  ・直流 125V主母線盤２Ｂ電圧 

  ・直流 125V主母線盤ＨＰＣＳ電圧 

  ・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ電圧 

  ・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ｂ電圧 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデータ伝送

装置は，原子炉建屋付属棟内に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等時における原子炉建屋付属棟

内の環境条件を考慮し，以下の第 3.15－10 表に示す設計とす

る。 

 

可搬型計測器は，原子炉建屋付属棟内に保管し，重大事故等

時に原子炉建屋付属棟内に設置する設備であることから，重大

事故等時における原子炉建屋付属棟内の環境条件を考慮し，以

下の第 3.15－10表に示す設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうち緊急時対策

支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時

対策所建屋内に設置する設備であることから，その機能を期待

される重大事故等時における緊急時対策所建屋内の環境条件を

考慮し，以下の第 3.15－11表に示す設計とする。 

 

可搬型計測器は，緊急時対策所建屋内に保管するため，重大

事故等時における緊急時対策所建屋内の環境条件を考慮し，以

下の第 3.15－11表に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデ

ータ収集サーバは，廃棄物処理建物内に設置する設備であるこ

とから，その機能を期待される重大事故等が発生した場合にお

ける，廃棄物処理建物内の環境条件及び荷重条件を考慮し，第

3.15－5表に示す対応とする。 

 

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内に保管するため，その機

能を期待される重大事故等が発生した場合における，廃棄物処

理建物内の環境条件及び荷重条件を考慮し，第 3.15－5表に示

す対応とする。 

 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰ

ＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所

に設置する設備であることから，その機能を期待される重大事

故等が発生した場合における，緊急時対策所の環境条件及び荷

重条件を考慮し，第 3.15－6表に示す対応とする。 

 

可搬型計測器は，緊急時対策所内に保管するため，重大事故

等が発生した場合における，緊急時対策所内の環境条件及び荷

重条件を考慮し，第 3.15－6表に示す対応とする。 
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(2)操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ)適合性  

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は， 通常時

からサンプリング方式による計測を実施しており，中央制

御室にて監視を行っている。サンプリング装置は，中央制

御室の格納容器内雰囲気モニタ盤で操作が可能な設計とす

る。中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転

員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，

第 3.15－10表 想定する環境条件（原子炉建屋付属棟内） 

 

 

第 3.15－11表 想定する環境条件（緊急時対策所建屋内） 

 

 (2)操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

(ⅰ)要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

  (ⅱ)適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－5表 想定する環境条件及び荷重条件（廃棄物処理建物） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である廃棄物処理建物内で想定される温度，圧力，湿度及び放射

線条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しないことを確

認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。） 

風（台風）・積雪 廃棄物処理建物内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響を受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

 

第 3.15－6表 想定する環境条件及び荷重条件（緊急時対策所） 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

設置場所である緊急時対策所内で想定される温度，圧力，湿度及び放射線

条件下に耐えられる性能を確認した機器を使用する。 

 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮した上で機器が損傷しないことを

確認する。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に示す。） 

風（台風）・積雪 緊急時対策所内に設置するため，風（台風）及び積雪の影響を受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

（58－3） 

(2)操作性（設置許可基準規則第 43 条第１項二） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は， 通常時からサンプリング方式による計測を実施してお

り，中央制御室にて監視を行っている。サンプリング装置

は，中央制御室のＢ－格納容器Ｈ２／Ｏ２濃度計盤で操作

スイッチにより操作が可能な設計とする。中央制御室の操

作スイッチを操作するにあたり，運転員の操作性を考慮し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑦の相違 
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操作対象については銘板を付けることで識別可能とし，運

転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルタ装置水素濃度は，サンプリング方式による計測

を実施しており，原子炉建屋内の原子炉区域外でサンプリ

ング装置の弁及び付属の操作スイッチの操作が可能であ

り，想定される重大事故等時の環境下においても，確実に

操作が可能な設計とする。格納容器ベントライン水素サン

プリングラック及び FCVS出口水素サンプリングラックの

弁及び付属の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作

対象については銘板を付けることで識別可能とし，運転員

の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

    格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）並びにフィルタ装置入口水素濃度は，サンプリング方

式による計測を実施し，中央制御室にて監視を行う。サン

プリング装置は，中央制御室のＳＡ監視操作盤から操作が

可能な設計とする。ＳＡ監視操作盤を操作するにあたり，

運転員等の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。

また，操作対象及び操作状況については画面表示された機

器名称及び状態表示を確認することで識別可能とし，運転

員等の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て十分な操作空間を確保する。また，操作対象については

銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視

性を考慮して確実に操作が可能な設計とする。 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，サンプリング方式による計測を実施しており，中央制

御室にて監視を行っている。サンプリング装置は，中央制

御室の重大事故操作盤で操作スイッチにより操作が可能な

設計とする。中央制御室の操作スイッチを操作するにあた

り，運転員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。

また，操作対象については名称を表示することで識別可能

とし，運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作でき

る設計とする。 

 

中性子源領域計装及び中間領域計装は，検出器駆動機構

により炉心軸方向の中間レベルに検出器を挿入して計測

し，中央制御室にて監視を行っている。中性子源領域計装

及び中間領域計装は，中央制御室の原子炉制御盤で操作ス

イッチにより操作が可能な設計とする。中央制御室の操作

スイッチを操作するにあたり，運転員の操作性を考慮して

十分な操作空間を確保する。また，操作対象については銘

板を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性

を考慮して確実に操作できる設計とする。 

 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，サンプリング方式

による計測を実施しており，屋外でサンプリング装置の弁

及び付属の操作スイッチの操作が可能であり，想定される

重大事故等時の環境下においても，確実に操作が可能な設

計とする。サンプリング装置は，中央制御室の重大事故操

作盤で操作スイッチにより操作が可能な設計とする。サン

プリング装置の弁及び付属の操作スイッチの操作及び中央

制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の操作

性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対象

については名称を表示することで識別可能とし，運転員の

操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，車両による運搬，移

動ができる設計とするとともに，接続規格を統一すること

により，確実に接続できる設計とする。 

 

 

 

 

・設備の相違，記載箇所

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑦，⑯の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

島根２号炉は，屋外及

び中央制御室で操作が

可能 
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フィルタ装置スクラバ水 pH は，サンプリング方式によ

る計測を実施しており，屋外でサンプリング装置の弁及び

付属の操作スイッチの操作が可能であり，想定される重大

事故等時の環境下においても，確実に操作が可能な設計と

する。格納容器フィルタベント装置 pH サンプリングラッ

クの弁及び付属の操作スイッチを操作するにあたり，運転

員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，

操作対象については銘板を付けることで識別可能とし，運

転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作が可能な設計

とする。 

 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は， 原子炉

建屋内の原子炉区域外で空冷装置の弁及び付属の操作スイ

ッチの操作が可能であり，想定される重大事故等時の環境

下においても，確実に操作が可能な設計とする。また，操

作対象については銘板を付けることで識別可能とし，運転

員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とす

る。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち SPDS 表示

装置は，電源，通信ケーブルは接続されており，各パラメ

ータを監視するにあたり，運転員及び復旧班員の操作性を

考慮して十分な操作空間を確保する。重大事故等が発生し

た場合において，設置場所である 5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所において，一般のコンピュータと同様に電源スイ

ッチを入れ（スイッチ操作），操作（スイッチ操作）するこ

とにより，確実に各パラメータを監視することが可能な設

計とする。 

可搬型計測器の接続は，中央制御室，原子炉建屋内の原

子炉区域外及びその他の建屋内にて操作が可能であり，想

定される重大事故等時の環境下においても，確実に操作が

可能な設計とする。操作場所である中央制御室，原子炉建

屋内の原子炉区域外及びその他の建屋内の各制御盤では，

十分な操作空間を確保する。 

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接

続とし，接続規格を統一することにより，一般的に使用さ

れる工具を用いて接続箇所で確実に接続が可能な設計と

し，付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，中央制御室

の制御盤の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員等

の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操

作対象については銘板を付けることで識別可能とし，運転

員等の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計と

する。 

    安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤ

Ｓデータ表示装置は，電源，通信ケーブルは接続されてお

り，各パラメータを監視するにあたり，重大事故等対応要

員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。重大事

故等が発生した場合において，設置場所である緊急時対策

所において，一般のコンピュータと同様に電源スイッチを

入れ（スイッチ操作），操作（スイッチ操作）することによ

り，確実に各パラメータを監視することが可能な設計とす

る。 

    可搬型計測器の接続は，中央制御室にて操作を可能とし，

想定される重大事故等時の環境下においても，確実に操作

が可能な設計とする。操作場所である中央制御室の各制御

盤では，十分な操作空間を確保する。 

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接

続とし，接続規格を統一することにより，一般的に使用さ

れる工具を用いて接続箇所で確実に接続が可能な設計と

し，付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な

設計とする。 

    第 3.15－12表に操作対象機器を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟

内で冷却設備の弁及び付属の操作スイッチの操作が可能で

あり，想定される重大事故等の環境下においても，確実に

操作が可能な設計とする。また，操作対象については銘板

を付けることで識別可能とし，運転員の操作及び監視性を

考慮して確実に操作できる設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤ

Ｓデータ表示装置は，電源，通信ケーブルは接続されてお

り，各パラメータを監視するにあたり，運転員及び復旧班

員の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。重大事

故等が発生した場合において，設置場所である緊急時対策

所において，一般のコンピュータと同様に電源スイッチを

入れ（スイッチ操作），操作（スイッチ操作）することに

より，確実に各パラメータを監視することが可能な設計と

する。 

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内にて接続操作が可能

であり，想定される重大事故等時の環境下においても，確

実に操作が可能な設計とする。操作場所である廃棄物処理

建物内の各制御盤では，十分な操作空間を確保する。 

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接

続とし，接続規格を統一することにより，一般的に使用さ

れる工具を用いて接続箇所で確実に接続できる設計とし，

付属の操作スイッチにより設置場所での操作が可能な設計

とする。 

第 3.15－7表に操作対象機器を示す。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，中央制御

室で操作を行うが，島根

２号炉は現場で操作を

行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，中央制

御室近傍の補助盤室（廃

棄物処理建物内）で操作

を行う  

 

 

 

 

 

添3.15-29



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表 3.15-7に操作対象機器を示す。 

（58-3）（58-9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計

測する設備は，想定される重大事故等時において中央制御室

で監視できる設計であり現場又は中央制御室による操作は発

生しない。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（SA） 

 

・高圧代替注水系系統流量 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

 

第 3.15－12表 操作対象機器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計

測する設備は，想定される重大事故等時において中央制御室

で監視できる設計であり現場又は中央制御室による操作は

発生しない。 

  ・原子炉圧力容器温度 

  ・原子炉圧力 

  ・原子炉圧力（ＳＡ） 

  ・原子炉水位（広帯域） 

  ・原子炉水位（燃料域） 

  ・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

  ・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

  ・高圧代替注水系系統流量 

  ・原子炉隔離時冷却系系統流量 

 

第 3.15－7表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

（サンプリング装置） 

停止⇒起動 

系統選択 

（Ｄ／Ｗ⇔Ｓ／Ｃ） 

中央制御室 
スイッチ 

操作 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

（サンプリング装置） 

停止⇒起動 

系統選択 

（Ｄ／Ｗ⇔Ｓ／Ｃ） 

中央制御室 
スイッチ 

操作 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（サンプリング装置） 

停止⇒起動 

系統選択 

（Ｄ／Ｗ⇔Ｓ／Ｃ） 

中央制御室 
スイッチ 

操作 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（サンプリング装置） 

停止⇒起動 

系統選択 

（Ｄ／Ｗ⇔Ｓ／Ｃ） 

中央制御室 
スイッチ 

操作 

中性子源領域計装 全挿入⇔全引抜 中央制御室 
スイッチ 

操作 

中間領域計装 全挿入⇔全引抜 中央制御室 
スイッチ 

操作 

第１ベントフィルタ出口水素

濃度 

（サンプリング装置） 

ラインナップ 

停止・起動 

屋外 

中央制御室 

手動弁開閉 

接続操作 

スイッチ 

操作 

燃料プール監視カメラ用 

冷却設備 

ラインナップ 

停止⇒起動 

原子炉建物付属棟 

３階 

手動弁開閉

スイッチ 

操作 

ＳＰＤＳデータ表示装置 
起動・停止 

（パラメータ監視） 
緊急時対策所１階 

スイッチ 

操作 

可搬型計測器 
接続箇所端子リフト 

可搬型計測器接続 
廃棄物処理建物１階 

接続操作 

スイッチ 

操作 

（58－3）（58－9） 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計

測する設備は，想定される重大事故等時において中央制御室

で監視できる設計であり現場又は中央制御室による操作は発

生しない。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

 

・高圧原子炉代替注水流量 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

操作対象の相違 
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・高圧炉心注水系系統流量 

・残留熱除去系系統流量 

 

 

 

・復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量）  

・復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

 

 

 

 

 

 

 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ気体温度 

・サプレッション・チェンバ・プール水温度 

・格納容器内圧力（D/W） 

・格納容器内圧力（S/C） 

 

・サプレッション・チェンバ・プール水位 

・格納容器下部水位 

・格納容器内水素濃度（SA） 

 

 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 

・起動領域モニタ 

 

  ・高圧炉心スプレイ系系統流量 

・残留熱除去系系統流量 

・低圧炉心スプレイ系系統流量 

 

 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

  ・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

  ・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 

  ・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 

  ・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 

  ・低圧代替注水系格納容器下部注水流量 

・代替循環冷却系原子炉注水流量 

  ・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 

 

  ・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

・格納容器下部水温 

 

  ・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

  ・サプレッション・プール水温度 

    ・ドライウェル圧力 

  ・サプレッション・チェンバ圧力 

 

  ・サプレッション・プール水位 

  ・格納容器下部水位 

 

 

 

  ・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ) 

  ・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ) 

  ・起動領域計装 

 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

 

 

・代替注水流量（常設） 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・ペデスタル水位 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，ドライウェル雰囲気

温度にペデスタル温度

を含んだパラメータと

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑪の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑫の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③，⑬の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

添3.15-31



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

・平均出力領域モニタ 

・復水補給水系温度（代替循環冷却） 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置入口圧力 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

 

・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量 

・残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

 

 

 

・高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

・復水貯蔵槽水位（SA） 

 

 

 

 

 

 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

  ・平均出力領域計装 

・代替循環冷却系ポンプ入口温度 

  ・フィルタ装置水位 

  ・フィルタ装置圧力 

  ・フィルタ装置スクラビング水温度 

  ・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

 

 

 

  ・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

  ・残留熱除去系熱交換器入口温度 

  ・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

  ・残留熱除去系海水系系統流量 

 

  ・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

  ・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

  ・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

  ・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

 

 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

 

 

・代替淡水貯槽水位 

  ・西側淡水貯水設備水位 

 

 

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

  ・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

  ・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

 

・平均出力領域計装 

 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

 

 

 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

 

 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

 

 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

 

 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑮の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑰の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑲の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉒の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

・設備の相違 

添3.15-32



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・

低レンジ） 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装

置及び緊急時対策援システム伝送装置は，通常は操作を行わ

ずに常時伝送が可能であり，通常時及び重大事故等時に操作

を行う必要がない設計とする。 

 

(3)試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ)適合性 

  ・原子炉建屋水素濃度 

  ・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 

  ・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

 

 

  ・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

  ・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

  ・使用済燃料プール監視カメラ 

  ・Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧 

  ・Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧 

  ・Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧 

  ・Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧 

  ・Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧 

  ・緊急用Ｍ／Ｃ電圧 

  ・緊急用Ｐ／Ｃ電圧 

  ・直流 125V主母線盤２Ａ電圧 

  ・直流 125V主母線盤２Ｂ電圧 

  ・直流 125V主母線盤ＨＰＣＳ電圧 

  ・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ電圧 

  ・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ｂ電圧 

  ・緊急用直流 125V主母線盤電圧 

  ・非常用窒素供給系供給圧力 

  ・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力 

  ・非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力 

  ・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ圧力 

 

   安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデータ伝

送装置及び緊急時対策支援システム伝送装置は，通常は操作

を行わずに常時伝送が可能であり，通常時及び重大事故等時

に操作を行う必要がない設計とする。 

 

(3)試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ)適合性 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

 

 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

・Ｃ－メタクラ母線電圧 

・Ｄ－メタクラ母線電圧 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・ＲＣＷサージタンク水位 

・ＲＣＷ熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ

データ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバは，通常は操作を

行わずに常時伝送が可能であり，通常時及び重大事故等時に

操作を行う必要がない設計とする。 

 

(3)試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(ⅱ)適合性 

【柏崎 6/7】 

㉓の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

㉔の相違 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.15-33



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測

する設備は，模擬入力による機能・性能の確認（特性の確

認）及び校正が可能な設計とする。表 3.15-8に計装設備の

試験・検査内容を示す。 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，機能・性能の

確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型計測器は，模擬入力による性能の確認が可能な設

計とする。 

（58-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，

模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正

が可能な設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，機能・性

能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型計測器は，模擬入力による性能の確認が可能な設

計とする。 

第 3.15－13表に計装設備の試験検査内容を示す。 

（58－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，

模擬入力による機能・性能の確認（特性の確認）及び校正

が可能な設計とする。第 3.15－8 表に計装設備の試験・検

査内容を示す。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，機能・性

能の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬型計測器は，模擬入力による性能の確認ができる設

計とする。 

（58－5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.15-34



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－13表 計装設備の試験検査内容（1／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－8表 計装設備の試験及び検査(１／４) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

水位計 

原子炉水位（広帯域） 停止中 機能・性

能試験 

計器校正 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

スクラバ容器水位 

低圧原子炉代替注水槽水位 

ＲＣＷサージタンク水位 

燃料プール水位（ＳＡ） 停止中又は

運転中 

ドライウェル水位 停止中 動作確認 

ペデスタル水位 

圧力計 

原子炉圧力 停止中 機能・性

能試験 

計器校正 

原子炉圧力（ＳＡ） 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

スクラバ容器圧力 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱除去ポンプ出口圧力 

低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｎ２ガスボンベ圧力 

原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様の相違  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.15-35



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－13表 計装設備の試験検査内容（2／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－8表 計装設備の試験及び検査(２／４) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用原

子炉の状

態 

項目 内容 

流量計 

高圧原子炉代替注水流量 停止中 機能・性能

試験 

計器校正 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

代替注水流量（常設） 

低圧原子炉代替注水流量 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

格納容器代替スプレイ流量 

ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流

量 

残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

温度計 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 停止中 機能・性能

試験 

絶縁抵抗 

測定 

温度確認 

計器校正 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

残留熱除去系熱交換器入口温度 

残留熱除去系熱交換器出口温度 

スクラバ容器温度 

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

ＲＣＷ熱交換器出口温度 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 停止中又

は運転中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様の相違  
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第 3.15－13表 計装設備の試験検査内容（3／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－8表 計装設備の試験及び検査(３／４) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用原

子炉の状

態 

項目 内容 

水素及

び酸素

濃度計 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 停止中 機能・性能試

験 

基準ガス 

校正 

計器校正 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

原子炉建物水素濃度 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

放射線

量率計 

格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウ

ェル） 

停止中 機能・性能試

験 

線源校正 

計器校正 

格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッ

ション・チェンバ） 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ

（高レンジ・低レンジ） 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）（ＳＡ） 

停止中又

は運転中 

原子炉

出力 

中性子源領域計装 運転中 機能・性能試

験 

プラトー 

特性 

停止中 機能・性能試

験 

プラトー 

特性 

計器校正 

中間領域計装 運転中 機能・性能試

験 

プラトー 

特性 

停止中 機能・性能試

験 

プラトー 

特性 

計器校正 

平均出力領域計装 停止中 機能・性能試

験 

プラトー 

特性 

計器校正 

電圧計 

Ｃ－メタクラ母線電圧 停止中 機能・性能試

験 

計器校正 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様の相違  
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(4)切り替えの容易性（設置許可基準規則第43 条第1 項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測

する設備は，本来の用途以外に使用しない設計とする。 

 

 

フィルタ装置水素濃度は，耐圧強化ベント系を使用する

際には格納容器圧力逃がし装置と切り替えるために弁の切

り替え操作が必要であるが，現場にて容易に切り替え可能

な設計とする。 

 

図 3.15-1 にフィルタ装置水素濃度計測のタイムチャー

トを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

 (ⅰ)要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

  (ⅱ)適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，

本来の用途以外に使用しない設計とする。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－8表 計装設備の試験及び検査(４／４) 

計器 

分類 
パラメータ 

発電用原

子炉の状

態 

項目 内容 

電圧計 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

停止中 
機能・性能

試験 
計器校正 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 停止中又

は運転中 

機能・性能

試験 

外観点検 

表示確認 

燃料プール監視カメラ用冷却設備 停止中又

は運転中 

機能・性能

試験 

外観点検 

動作確認 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 停止中又

は運転中 

機能・性能

試験 

外観確認 

機能（データの

表示及び伝送）

確認 

可搬型計測器 停止中又

は運転中 

機能・性能

試験 

模擬入力の確

認 

 

 

(4)切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第１項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，

本来の用途以外に使用しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様の相違  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，耐圧強化

ベントに切り替えて計

測するが，島根２号炉

は，切り替えて計測しな

い 
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＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.7 で示す

タイムチャート 

   

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，本来の用途以

外に使用しない設計とする。 

可搬型計測器は，本来の用途以外の用途には使用しない

設計とする。可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，接続

規格を統一することにより，速やかに接続操作可能な設計

とする。図 3.15-2 に中央制御室及び現場（原子炉建屋内

の原子炉区域外及びその他の建屋内）での可搬型計測器接

続による監視パラメータ計測のタイムチャートを示す。 

（58-9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，本来の用

途以外に使用しない設計とする。 

    可搬型計測器は，本来の用途以外には使用しない設計と

する。可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，接続規格を

統一することにより，速やかに接続操作可能な設計とする。 

    第 3.15－1 図に中央制御室での可搬型計測器接続による

監視パラメータ計測のタイムチャートを示す。 

（58－8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，本来の用    

途以外に使用しない設計とする。 

可搬型計測器は，本来の用途以外には使用しない設計と

する。可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，接続規格を

統一することにより，速やかに接続操作可能な設計とする。

第 3.15－1図に現場（廃棄物処理建物内）での可搬型計測

器接続による監視パラメータ計測タイムチャートを示す。 

（58－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，耐圧強

化ベントに切り替えて

計測するが，島根２号

炉は，切り替えて計測

しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，中央制

御室近傍の補助盤室（廃

棄物処理建物内）で操作

を行う  
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図 3.15-2 可搬型計器による監視パラメータ計測のタイムチャー

ト＊ 

＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の

発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.15 

で示すタイムチャート 

 

 

 

 

(5)悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測

する設備のうち，多重性を有するパラメータの計測装置は，

チャンネル相互を物理的，電気的に分離し，チャンネル間

の独立を図る設計とする。また，重要監視パラメータ及び

重要代替監視パラメータの計測装置の間においてもパラメ

ータ相互をヒューズにより電気的に分離することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，通常時は他系

統と隔離された系統構成となっており，通常時の系統構成

 

第 3.15－1 図 可搬型計測器による監視パラメータ計測のタイム

チャート※ 

 

 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.15（事故

時の計装に関する手順等）で示すタイムチャート 

 

 

 

 

(5)悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

(ⅰ)要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

  (ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測

する設備のうち，多重性を有するパラメータの計測装置並

びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計

測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイ

ソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

    重大事故等対処設備の補助パラメータは，電気的に分離

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

    安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，通常時は

他系統と隔離された系統構成となっており，通常時の系統

 

 

第 3.15－1図 可搬型計測器による監視パラメータ計測タイムチ

ャート※ 

 

 

 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.15で示す

タイムチャート 

 

 

 

 

(5)悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測

する設備のうち，多重性を有するパラメータの計測装置並

びに重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計

測装置の間においては，パラメータ相互をヒューズ，アイ

ソレータ等により電気的に分離することで，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，電気的に分離

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，通常時は

他系統と隔離された系統構成となっており，通常時の系統

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

計測器による計測を廃

棄物処理建物１階（現

場）で現場運転員２名に

より実施する。柏崎 6/7

号炉は，中央制御室及び

現場で運転員２名によ

り実施する。東海第二は

緊急時対策所から中央

制御室まで移動し，中央

制御室で重大事故等対

応要員２名により実施

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，多重

性を有するパラメータ

について，電気的分離

により悪影響防止を図

っている 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 
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を変えることなく重大事故等対処設備としての系統構成が

できる設計とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状

態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備とし

て系統構成をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

（58-3） 

 

(6)設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測

する設備は，重大事故等時において中央制御室にて監視で

きる設計であり現場における操作は発生しない。 

 

 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，原子炉

建屋原子炉区域内に設置されている設備であるが，中央制

御室の格納容器内雰囲気モニタ盤から操作可能な設計であ

り，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操

作が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成を変えることなく重大事故等対処設備としての系統構

成ができる設計とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

    可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状

態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備とし

て系統を構成することで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

（58－3） 

 

(6)設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

(ⅰ)要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，

重大事故等時において中央制御室にて監視できる設計であ

り現場における操作は発生しない。 

 

 

 

 

 

 

    格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（Ｓ

Ａ）並びにフィルタ装置入口水素濃度は，原子炉建屋原子

炉棟又は原子炉建屋廃棄物処理棟に設置されている設備で

あるが，中央制御室のＳＡ監視操作盤から操作可能な設計

であり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないた

め操作が可能である。 

 

 

 

構成を変えることなく重大事故等対処設備としての系統構

成ができる設計とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状

態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備とし

て系統構成をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

（58－3） 

 

(6)設置場所（設置許可基準規則第 43 条第１項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，

重大事故等時において中央制御室にて監視できる設計であ

り現場における操作は発生しない。 

 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，原子炉建物原子炉棟内に設置されている設備であるが， 

中央制御室のＢ－格納容器Ｈ２／Ｏ２濃度計盤から操作可

能な設計であり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが

少ないため操作が可能である。 

    格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，原子炉建物原子炉棟内に設置されている設備であるが，

中央制御室の重大事故操作盤から操作が可能であり，操作

位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能

である。 

 

中性子源領域計装及び中間領域計装は，原子炉格納容器

内に設置されている設備であるが，中央制御室の原子炉制

御盤から操作が可能であり，操作位置の放射線量が高くな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③，⑦の相違 

 

 

・設備の相違，記載箇所

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑦，⑯の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 
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フィルタ装置水素濃度は，原子炉建屋内の原子炉区域外

の格納容器ベントライン水素サンプリングラック及び

FCVS 出口水素サンプリングラックに設置されており，操作

位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能

である。 

 

 

 

フィルタ装置スクラバ水 pH は，屋外の格納容器フィルタ

ベント装置 pH サンプリングラックに設置されており，操作

位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能

である。 

 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，原子炉建

屋内の原子炉区域外地上 4 階に設置されており，操作位置の

放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち SPDS 表示装

置は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置されてお

り，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作

が可能である。 

可搬型計測器は，中央制御室，原子炉建屋内の原子炉区域

外及びその他の建屋内で計装ケーブルの接続及び操作が可

能であり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないた

め操作が可能である。 

表 3.15-9 に操作対象機器設置場所を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，原子炉建屋

付属棟に設置されている設備であるが，中央制御室の制御

盤から操作可能な設計であり，操作位置の放射線量が高く

なるおそれが少ないため操作が可能である。 

    安全系パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰ

ＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内に設置されており，

操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が

可能である。 

    可搬型計測器は，中央制御室で計装ケーブルの接続及び

操作が可能であり，操作位置の放射線量が高くなるおそれ

の少ないため操作が可能である。 

    第 3.15－14表に操作対象機器設置場所を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るおそれが少ないため操作が可能である。 

 

    第１ベントフィルタ出口水素濃度は，屋外に設置する設

備であるが，屋外及び中央制御室の重大事故操作盤から操

作が可能であり，操作位置の放射線量が高くなるおそれが

少ないため操作が可能である。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟

内に設置されており，操作位置の放射線量が高くなるおそ

れが少ないため操作が可能である。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤ

Ｓデータ表示装置は，緊急時対策所内に設置されており，

操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が

可能である。 

    可搬型計測器は，廃棄物処理建物内で計装ケーブルの接

続及び操作が可能であり，操作位置の放射線量が高くなる

おそれが少ないため操作が可能である。 

第 3.15－9表に操作対象機器設置場所を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

島根２号炉は，屋外及

び中央制御室で操作が

可能 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑱の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，中央制

御室近傍の補助盤室（廃

棄物処理建物内）で操作

を行う 
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（58-3）（58-9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－14表 操作対象機器設置場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－9表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作／監視場所 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

（サンプリング装置） 
原子炉建物原子炉棟３階 中央制御室／中央制御室 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

（サンプリング装置） 
原子炉建物原子炉棟３階 中央制御室／中央制御室 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

（サンプリング装置） 

原子炉建物原子炉棟 

中２階 
中央制御室／中央制御室 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

（サンプリング装置） 

原子炉建物原子炉棟 

中２階 
中央制御室／中央制御室 

中性子源領域計装 原子炉格納容器内 中央制御室／中央制御室 

中間領域計装 原子炉格納容器内 中央制御室／中央制御室 

第１ベントフィルタ出口

水素濃度 

（サンプリング装置） 

屋外 
屋外及び中央制御室 

／中央制御室 

燃料プール監視カメラ用

冷却設備 
原子炉建物付属棟３階 原子炉建物付属棟３階 

安全パラメータ表示シス

テム（ＳＰＤＳ） 
緊急時対策所１階 緊急時対策所１階 

可搬型計測器 廃棄物処理建物１階 廃棄物処理建物１階 

（58－3）（58－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

操作対象の相違 
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3.15.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測

する設備は，設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設

計基準事故時に使用する場合の計測範囲が，計器の不確かさ

を考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施

設の状態を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様

の設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心注水系系統流量 

・残留熱除去系系統流量 

 

 

 

 

 

 

・格納容器内水素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43条第 2項一） 

(ⅰ)要求事項 

   想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

  (ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

   常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測

する設備は，設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設

計基準事故時に使用する場合の計測範囲が，計器の不確かさ

を考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施

設の状態を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様

の設計とする。 

  ・原子炉圧力 

  ・原子炉水位（広帯域） 

  ・原子炉水位（燃料域） 

  ・原子炉隔離時冷却系系統流量 

  ・高圧炉心スプレイ系系統流量 

  ・残留熱除去系系統流量 

  ・低圧炉心スプレイ系系統流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第２項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については「2.3.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測

する設備は，設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設

計基準事故時に使用する場合の計測範囲が，計器の不確かさ

を考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施

設の状態を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様

の設計とする。 

  ・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

 

 

 

 

 

・格納容器水素濃度（Ｂ系）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，BWR-5

設計のため，低圧炉心ス

プレイ・ポンプを有する 

（②の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7は，設計基準

事故対処設備の格納容

器内水素濃度（２個）と

新たに設置した格納容

器内水素濃度（ＳＡ）（２

個）を重大事故等対処設

備としている。東海第二

は，設計基準事故対処設

備の格納容器内水素濃

度を重大事故等対処設
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・格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 

・起動領域モニタ 

 

 

 

 

 

 

・平均出力領域モニタ 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量 

・残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ) 

  ・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ) 

  ・起動領域計装 

 

 

 

 

 

 

  ・平均出力領域計装 

  ・残留熱除去系熱交換器入口温度 

  ・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

  ・残留熱除去系海水系系統流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

 

 

 

 

 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

備として使用せず，新た

に設置した格納容器内

水素濃度（ＳＡ）（２個）

を重大事故等対処設備

としている。島根２号炉

は，設計基準事故対処設

備の格納容器水素濃度

（Ｂ系）（１個）を重大

事故等時の耐環境性を

有する設計とすること

で重大事故等対処設備

とし，新たに設置した格

納容器水素濃度（ＳＡ）

（１個）を重大事故等対

処設備としている（③の

相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，起動領域計装（ＳＲ

ＮＭ）を設置している

が，島根２号炉は，中性

子源領域計装（ＳＲＭ），

中間領域計装（ＩＲＭ）

を採用している（④の相

違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉，原子炉補

機冷却水系系統流量と

同じ流量である残留熱

除去系熱交換器冷却水

流量を残留熱除去系熱

交換器出口温度の代替

パラメータと整理して

いる（⑤の相違） 
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・高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器内酸素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

  ・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

  ・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

 

 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，サプレ

ッション・プール水位

（ＳＡ）の重要代替監視

パラメータとして設定

している（⑥の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7は，設計基準

事故対処設備の格納容

器内酸素濃度（２個）を

重大事故等対処設備と

している。東海第二は，

設計基準事故対処設備

の格納容器内酸素濃度

を重大事故等対処設備

として使用せず，新たに

設置した格納容器酸素

濃度（ＳＡ）（２個）を

重大事故等対処設備と

している。島根２号炉

は，設計基準事故対処設

備の格納容器酸素濃度

（Ｂ系）（１個）を重大

事故等時の耐環境性を

有する設計とすること

で重大事故等対処設備

とし，新たに設置した格

納容器酸素濃度（ＳＡ）

（１個）を重大事故等対

処設備としている（⑦の

相違） 
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・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測

する設備は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える

状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とす

る。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（SA） 

 

・高圧代替注水系系統流量 

・復水補給水系流量（RHR A系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（RHR B系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測

する設備は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える

状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とす

る。 

  ・原子炉圧力容器温度 

  ・原子炉圧力（ＳＡ） 

  ・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

  ・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

  ・高圧代替注水系系統流量 

  ・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

  ・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

  ・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 

  ・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 

  ・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 

  ・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 

  ・低圧代替注水系格納容器下部注水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測

する設備は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える

状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とす

る。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

 

・高圧原子炉代替注水流量 

・代替注水流量（常設） 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，熱電対

の検出器，東海第二はガ

イドパルス式の検出器

の水位・温度計を設計基

準事故対処設備及び重

大事故等対処設備とし

ている（⑧の相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 常設注水及び可搬注

水の流量計構成の相違

（詳細は p 添 3.15-106

に記載） 

【東海第二】 

代替注水流量（常設）

は，超音波式流量計を採

用しており，崩壊熱相当

の低流量の計測も可能

な特徴を有しており，狭

帯域用の流量計を設置

する必要がない 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，崩壊熱

相当に絞った低流量で

原子炉注水又はペデス

タル注水する必要があ

るため，崩壊熱相当の注

水量を監視可能なよう

狭帯域用の流量計を設

置している（以下，⑨の

相違） 
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・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ気体温度 

・サプレッション・チェンバ・プール水温度 

・格納容器内圧力（D/W） 

・格納容器内圧力（S/C） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ・プール水位 

・代替循環冷却系原子炉注水流量 

  ・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・格納容器下部水温 

 

 

 

  ・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

  ・サプレッション・プール水温度 

  ・ドライウェル圧力 

  ・サプレッション・チェンバ圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・サプレッション・プール水位 

  ・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度 （ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

 

 

 

  ・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，東海第

二の代替循環冷却系と

同様な設備である残留

熱代替除去系を 50 条の

重大事故等対処設備に

整理しており流量計を

記載しているが，柏崎

6/7 は流量計を記載し

ていない（⑩の相違） 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，ドライウェル雰囲気

温度にペデスタル温度

を含んだパラメータと

している 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

圧力容器破損判断のた

め，ペデスタル水温度

（ＳＡ）を設置している

（⑪の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ＲＰＶ

破損前に原子炉格納容

器下部に溶融炉心の冷

却に必要な水量の事前

注水の把握のため，重大

事故等対処設備として

いる（⑫の相違） 
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・格納容器下部水位 

・格納容器内水素濃度（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・復水補給水系温度（代替循環冷却） 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置入口圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

 

・フィルタ装置水素濃度 

 

 

 

 

 

 

  ・格納容器下部水位 

  ・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・代替循環冷却系ポンプ入口温度 

 

 

 

 

 

 

  ・フィルタ装置水位 

  ・フィルタ装置圧力 

  ・フィルタ装置スクラビング水温度 

 

 

 

 

 

 

 

  ・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

  ・フィルタ装置入口水素濃度 

 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水位 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

 

 

 

 

 

 

 

  ・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レン   

ジ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，格納容器

内に直接測定する水素

濃度計を設置している

が，島根２号炉は，サン

プリング式の水素濃度

計を設置している（⑬の

相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系の温度を残

留熱除去系熱交換器出

口温度により確認する

整理としている（⑭の相

違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器フィルタベント系の

運転時，事故収束時に使

用するスクラバ容器温

度を重大事故等対処設

備としている（⑮の相

違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，第１ベ

ントフィルタ出口水素

濃度を可搬型で採用し

ている（⑯の相違） 
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・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置スクラバ水 pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

 

 

 

  ・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

  ・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，金属フ

ィルタの閉塞のリスク

が極めて低いため，差圧

計を設置しておらず，閉

塞した場合においても

スクラバ容器圧力の上

昇傾向により確認する

整理としている（⑰の相

違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ベント

時のスクラビング水の

水位変動を考慮しても

放射性物質の除去性能

を維持し，ベント開始後

７日間は水補給が不要

となるよう設定してい

るため，ベント中のｐＨ

監視は不要であること

から自主対策設備とし

ている（⑱の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，耐圧強

化ベント系を重大事故

等対処設備としていな

い（⑲の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，残留熱除

去系熱交換器出口温度

の代替パラメータを緊

急用海水系流量として

いるが，島根２号炉は，

残留熱除去系熱交換器
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・復水貯蔵槽水位（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・代替淡水貯槽水位 

  ・西側淡水貯水設備水位 

 

 

 

 

 

 

 

  ・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

  ・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

  ・原子炉建屋水素濃度 

  ・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

 

 

 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

  ・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷却水流量と整理して

いる（⑳の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，復水貯蔵槽

を重大事故等時の水源

として採用しているが，

島根２号炉は，低圧原子

炉代替注水槽を重大事

故等時の水源として採

用している（㉑の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，サプレ

ッション・プール水位

（ＳＡ）の代替パラメー

タとして高圧原子炉代

替注水流量を代替パラ

メータとしている（㉒の

相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，代替循環

冷却を復水補給水ポン

プを経由して注水する

ことから，その圧力計を

使用しているが，島根２

号炉は，残留熱代替除去

ポンプを新設しており，

新規に圧力計を設置し

ている（以下，㉓の相違） 
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・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 

（使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置を含む） 

（58-6） 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，設計基準対象施

設として必要となるデータ量を伝送及び表示を可能な設計と

する。 

また，重大事故時，発電所内の必要のある場所に必要なデ

ータ量を伝送及び表示が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちSPDS 表示装置

は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に1 式を設置し，保

守点検又は故障時のバックアップ用として，自主的に１ 式を

保管する設計とする。 

 

(2)共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

  ・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

  ・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

  ・使用済燃料プール監視カメラ 

（使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置を含む） 

（58－6） 

 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処

設備を活用する手順等の着手の判断ができ，系統の目的に応

じて必要となる計測範囲を有する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事故時，

発電所内の必要のある場所に必要なデータ量を伝送及び表示

が可能な設計とする。 

    

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ

データ表示装置は，緊急時対策所内に 1 式を設置し，保守点

検又は故障時のバックアップ用として，自主的に 1 式を保管

する設計とする。 

 

(2)共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第 2項二） 

  (ⅰ)要求事項 

    二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

  ・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。） 

（58－6） 

 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処

設備を活用する手順等の着手の判断ができ，系統の目的に応

じて必要となる計測範囲を有する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，設計基準対

象施設として必要となるデータ量を伝送及び表示を可能な設

計とする。 

また，重大事故等時，発電所内の必要のある場所に必要な

データ量を伝送及び表示が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ

データ表示装置は，緊急時対策所内に１式を設置し，保守点

検又は故障時のバックアップ用として，自主的に１式を保管

する設計とする。 

 

(2)共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第２項二） 

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ガイド

パルス式の検出器，柏崎

6/7，東海第二は熱電対

の検出器を採用してい

る（㉔の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 
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(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測

する設備は，二以上の発電用原子炉施設において共用しな

い設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，号炉の区分け

なく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状

況，運転員の対応状況等）を共有・考慮しながら総合的な

管理（事故処理を含む。）を行うことができ，安全性の向上

が図れることから，6 号及び 7 号炉で共有する設計とする。 

また，安全パラメータ表示システム（SPDS）は，共用に

より悪影響を及ぼさないよう，6 号及び 7 号炉に必要な容

量を確保するとともに，号炉の区分けなく通信連絡が可能

な設計とする。 

 

(3)設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 

条第２項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パ

ラメータと異なる物理量（水位，注水量等）の計測又は測

定原理とすることで，重要監視パラメータを計測する設備

に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測で

きる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な

限り位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

  (ⅱ)適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，

二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とす

る。 

    安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，二以上の

発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 2項三） 

  (ⅰ)要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

  (ⅱ)適合性 

 基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パ

ラメータと異なる物理量（水位，注水量等）の計測又は測

定原理とすることで，重要監視パラメータを計測する設備

に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測で

きる設計とする。 

重要代替監視パラメータは，重要監視パラメータと可能

な限り位置的分散を図る設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，代替する機能

を有する設計基準事故対処設備と可能な限り多様性及び独

立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，

二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とす

る。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，号炉の区

分けなく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラン

ト状況，運転員の対応状況等）を共有・考慮しながら総合

的な管理（事故対応を含む。）を行うことができ，安全性の

向上を図る設計とする。 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共

用により悪影響を及ぼさないよう，必要な容量を確保する

とともに，号炉の区分けなく通信連絡が可能な設計とする。 

 

 

(3)設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 

条第２項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パ

ラメータと異なる物理量（水位，注水量等）の計測又は測

定原理とすることで，重要監視パラメータを計測する設備

に対して可能な限り多様性を持った計測方法により計測で

きる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な

限り位置的分散を図る設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，代替する機能

を有する設計基準事故対処設備と可能な限り多様性及び独

立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は共用しな

い設計としている 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であるが，島根３号炉

と廃炉プラントである

島根１号炉を考慮して

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ
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安全パラメータ表示システム（SPDS）は，共通要因によ

って，その機能が損なわれることを防止するために， 可能

な限り多様性を確保し，頑健性を持たせた設計とする（詳

細については，「3.19 通信連絡を行うために必要な設備」

で示す）。 

重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パ

ラメータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時

に機能を損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多

様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備から給電が可能な設計とする。 

 

 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設

備【57 条】」に記載する。 

(58-2）（58-3） 

 

3.15.2.1.3.3 設置許可基準規則第 43 条第 3 項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第 3 項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内

の温度，圧力，水位及び流量（注水量）等の計測用として

6号炉，7号炉それぞれ 1セット 24個（測定時の故障を想

定した予備として，6 号炉，7号炉それぞれ 1個含む） 使

用する。保有数は，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として 24個（6号及び 7号炉共用）を含

めて合計 72個を分散して保管する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共通要因

によって，その機能が損なわれることを防止するために，

可能な限り多様性を確保し，頑健性を持たせた設計とする

（詳細については，「3.19 通信連絡を行うために必要な設

備」で示す）。 

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備の電

源は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，非

常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 

 

  電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源

設備【57条】に記載する。 

（58－2）（58－3） 

 

3.15.2.1.3.3 設置許可基準規則第 43条第 3項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43条第 3項一） 

  (ⅰ)要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

  (ⅱ)適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の

温度，圧力，水位及び流量（注水量）の計測用）は，1 セ

ット 20個（測定時の故障を想定した予備 1個含む）使用す

る。保有数は，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として 20 個を含めて合計 40 個を分散して保

管する。 

可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共通要因

によって，その機能が損なわれることを防止するために，

可能な限り多様性を確保し，頑健性を持たせた設計とする

（詳細については，「3.19 通信連絡を行うために必要な設

備」で示す）。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに

重大事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備の電

源は，共通要因によって同時に機能を損なわないよう，非

常用交流電源設備に対して多様性を有する常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が可能な設計

とする。 

 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設

備【57条】」に記載する。 

（58－2）（58－3） 

 

3.15.2.1.3.3 設置許可基準規則第 43 条第３項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第３項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量に加え，十分

に余裕のある容量を有するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，計器の不確かさを

考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施

設の状態を推定できる設計とする。原子炉格納容器の排出

経路での水素濃度監視用として１セット１個使用する。保

有数は，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として１個を含めて合計２個を保管する設計とす

る。 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内

の温度，圧力，水位及び流量（注水量）等の計測用として

１セット 30個（測定時の故障を想定した予備として，１個

含む）使用する。保有数は，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 30個を含めて合計 60個

を分散して保管する設計とする。 

 

メータの記載なし 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

可搬型計測器の個数

の相違 

【柏崎 6/7】 
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（58-3）（58-9） 

 

 

 

 

 

(2)確実な接続（設置許可基準規則第 43 条第 3 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。） と接続するものにあっては， 当

該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，

二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用すること

ができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は， ボルト・ネジ接

続とし，接続規格を統一することにより，一般的に使用さ

れる工具を用いて容易かつ確実に接続操作可能な設計とす

る。 

（58-9） 

 

(3)複数の接続口（設置許可基準規則第 43 条第 3 項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。） の接続口をそれぞれ互いに異なる複

数の場所に設けるものであること。 

圧力，水位及び流量（注水量）の計測用）は，1 セット 19

個（測定時の故障を想定した予備 1 個含む）使用する。保

有数は，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として 19個を含めて合計 38個を分散して保管する。 

（58－3）（58－8） 

 

(2)確実な接続（設置許可基準規則第 43条第 3項二） 

  (ⅰ)要求事項 

 常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。） と接続するものにあっては，当

該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，

二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用すること

ができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

  (ⅱ)適合性 

 基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

    可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接

続とし，接続規格を統一することにより，一般的に使用さ

れる工具を用いて容易かつ確実に接続操作可能な設計とす

る。 

（58－9） 

 

(3)複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第 3項三） 

  (ⅰ)要求事項 

    常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

（58－3）（58－9） 

 

 

 

 

 

(2)確実な接続（設置許可基準規則第 43条第３項二） 

(ⅰ)要求事項 

常設設備（発電用原子炉施設と接続されている設備又は

短時間に発電用原子炉施設と接続することができる常設の

設備をいう。以下同じ。） と接続するものにあっては，当

該常設設備と容易かつ確実に接続することができ，かつ，

二以上の系統又は発電用原子炉施設が相互に使用すること

ができるよう，接続部の規格の統一その他の適切な措置を

講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度の計装ケーブル及び電

源ケーブルの接続は，コネクタ接続とし，接続規格を統一

することにより，容易かつ確実に接続可能な設計とする。

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，車両による運搬，移

動ができる設計とするとともに，接続規格を統一すること

により，確実に接続できる設計とする。 

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接

続とし，接続規格を統一することにより，一般的に使用さ

れる工具を用いて容易かつ確実に接続操作可能な設計とす

る。 

（58－9） 

 

(3)複数の接続口（設置許可基準規則第 43条第３項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設設備と接続するものにあっては，共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，可搬型

重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続口をそれぞれ互いに異なる複数

の場所に設けるものであること。 

島根２号炉は単独申

請であり，該当しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

可搬型計測器は，原子炉建屋の外から水又は電力を供給

する設備ではなく，中央制御室，原子炉建屋内の原子炉区

域外及びその他の建屋内から接続可能な設計とする。 

（58-9） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において 可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備

と接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，線源からの離隔

距離により放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所で

ある，中央制御室，原子炉建屋内の原子炉区域外及びその

他の建屋内で操作可能な設計とする。 

（58-3）（58-9） 

 

 

(5)保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項五） 

(ⅰ)要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

  (ⅱ)適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等」に示す。 

 

 

 

    可搬型計測器は，原子炉建屋の外から水又は電力を供給

する設備ではなく，中央制御室から接続可能な設計とする。 

（58－8） 

 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第 3項四） 

  (ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重

大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備と

接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれが

少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その他

の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

 

    可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，放射線量が高く

なるおそれの少ない設置場所である中央制御室で操作可能

な設計とする。 

 

（58－3）（58－8） 

 

 

(5)保管場所（設置許可基準規則第 43条第 3項五） 

  (ⅰ)要求事項 

    地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止について」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，原子炉建屋の外か

ら水又は電力を供給する設備ではなく，屋外から接続可能

な設計とする。 

可搬型計測器は，原子炉建屋の外から水又は電力を供給

する設備ではなく，廃棄物処理建物内から接続可能な設計

とする。 

（58－9） 

(4) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項四） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において 可搬型

重大事故等対処設備を設置場所に据え付け，及び常設設備

と接続することができるよう，放射線量が高くなるおそれ

が少ない設置場所の選定，設置場所への遮蔽物の設置その

他の適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度の接続操作は，線源か

らの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない設

置場所である屋外で操作可能な設計とする。 

可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，線源からの離隔

距離により放射線量が高くなるおそれの少ない設置場所で

ある，廃棄物処理建物内で操作可能な設計とする。 

 

（58－3）（58－9） 

 

 

(5)保管場所（設置許可基準規則第 43 条第 3 項五） 

(ⅰ)要求事項 

地震，津波その他の自然現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響，設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮し

た上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

ること。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，中央制

御室近傍の補助盤室（廃

棄物処理建物内）で操作

を行う 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，中央制

御室近傍の補助盤室（廃

棄物処理建物内）で操作

を行う 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測器は，重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを計測する設備とは異なる場所であるコントロ

ール建屋内及び 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に保管

することとし，位置的分散を図る設計とする。 

（58-3）（58-9） 

 

(6)アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第 3 項

六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

可搬型計測器は，コントロール建屋内及び 5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所内にて保管しており，可搬型計測器の

計装ケーブルの接続は，線源からの離隔距離により放射線

量が高くなるおそれの少ない設置場所である，中央制御室，

原子炉建屋内の原子炉区域外及びその他の建屋内であり，

アクセスルートは確保されている。 

 

 (ⅱ)適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

    可搬型計測器は，重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを計測する設備とは異なる場所である原子炉建

屋付属棟及び緊急時対策所建屋内に保管することとし，位

置的分散を図る設計とする。 

（58－3）（58－8） 

 

(6)アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第 3 項

六） 

 (ⅰ)要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

  (ⅱ)適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

    可搬型計測器は，原子炉建屋付属棟内及び緊急時対策所

建屋内に保管しており，保管場所から接続場所までの運搬

経路について，移動に支障を来すことがないよう複数のア

クセスルートを確保する。 

 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，同一目的の常設重

大事故等対処設備はないが，地震，津波その他の自然現象

又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る影響，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の

配置その他の条件を考慮した上で，位置的分散を図り第１

保管エリア及び第４保管エリアに保管することで位置的分

散を図る設計とする。 

可搬型計測器は，重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを計測する設備とは異なる場所である廃棄物処

理建物内及び緊急時対策所内に保管することとし，位置的

分散を図る設計とする。 

（58－3）（58－9） 

 

(6)アクセスルートの確保（設置許可基準規則第 43 条第 3 項

六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において，可搬型

重大事故等対処設備を運搬し，又は他の設備の被害状況を

把握するため，工場等内の道路及び通路が確保できるよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，第１保管エリア及

び第４保管エリアに保管しており，接続操作は，線源から

の離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない設置

場所である屋外であり，アクセスルートは確保されている。  

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内

にて保管しており，可搬型計測器の計装ケーブルの接続は，

線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少

ない設置場所である，廃棄物処理建物内であり，アクセス

ルートは確保されている。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，中央制

添3.15-57



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

（58-3）（58-9） 

 

(7)設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43 条第 3 項七） 

(ⅰ)要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

 

可搬型計測器は，地震，津波その他の自然現象又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，

設計基準事故対処設備の配置その他の条件を考慮し，コン

トロール建屋内及び 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に

保管することで位置的分散を図る設計とする。 

（58-3）（58-9） 

 

 

 

 

 

（58－3）（58－8） 

 

(7)設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様

性（設置許可基準規則第 43条第 3項七） 

  (ⅰ)要求事項 

    重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

 

    可搬型計測器は，地震，津波その他の自然現象又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，

設計基準事故対処設備の配置その他の条件を考慮し，原子

炉建屋付属棟内及び緊急時対策所建屋内に保管することで

位置的分散を図る設計とする。 

（58－3）（58－8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （58－3）（58－9） 

 

(7)設計基準事故対処設備及び常設重大事故等防止設備との多

様性（設置許可基準規則第 43 条第 3 項七） 

(ⅰ)要求事項 

重大事故防止設備のうち可搬型のものは，共通要因によ

って，設計基準事故対処設備の安全機能，使用済燃料貯蔵

槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備

の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要

な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，同一目的の常設重

大事故等対処設備又は代替する機能を有する設計基準対象

施設はない。 

可搬型計測器は，地震，津波その他の自然現象又は故意

による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響，

設計基準事故対処設備の配置その他の条件を考慮し，廃棄

物処理建物内及び緊急時対策所内に保管することで位置的

分散を図る設計とする。 

（58－3）（58－9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

御室近傍の補助盤室（廃

棄物処理建物内）で操作

を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－15表 重大事故等対策における手順書の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.15－10表 重大事故等対策における手順書の概要 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.15-61



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.15-62



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
１
／

18
）

 

添3.15-63



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
２
／

18
）

 

添3.15-64



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
３
／

18
）

 

添3.15-65



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
４
／

18
）

 

添3.15-66



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
５
／

18
）

 

添3.15-67



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
）（

６
／
18
）

 

添3.15-68



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（

重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
７
／

18
）

 

添3.15-69



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
８
／

18
）

 

添3.15-70



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
９
／

18
）

 

添3.15-71



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
10
／

18
）

 

添3.15-72



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表

 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
11
／

18
）

 

添3.15-73



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代

替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
12
／

18
）

 

添3.15-74



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.15-75



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・設備，運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
13
／

18
）

添3.15-76



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
14
／

18
）

 

添3.15-77



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
）（

15
／

18
）

 

添3.15-78



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
）（

16
／

18
）

 

添3.15-79



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
17
／

18
）

 

添3.15-80



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

1
1
表
 
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
及
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備

）（
18
／

18
）

 

添3.15-81



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ
ラ

メ
ー

タ
の

推
定

（
１

／
1
7）

 

添3.15-82



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
推

定
（

２
／

1
7）

 

添3.15-83



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
推

定
（

３
／

1
7）

 

添3.15-84



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

推
定

（
４

／
1
7）

 

添3.15-85



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

４
／

1
7）

 

添3.15-86



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

５
／

1
7）

 

添3.15-87



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

６
／

1
7）

 

添3.15-88



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第

3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

７
／

1
7）

 

添3.15-89



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ

ラ
メ

ー
タ

に
よ
る

主
要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

８
／
1
7）

 

添3.15-90



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

９
／

1
7）

 

添3.15-91



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

９
／

1
7）

 

添3.15-92



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

1
0／

1
7）

 

添3.15-93



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

推
定

（
1
1／

1
7）

 

添3.15-94



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ
ラ

メ
ー

タ
の

推
定

（
1
2／

1
7）

 

添3.15-95



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.15-96



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

1
2／

1
7）

 

添3.15-97



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

1
3／

1
7）

 

添3.15-98



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

1
3／

1
7）

 

添3.15-99



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

1
4／

1
7）

 

添3.15-100



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第

3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

1
5／

1
7）

 

添3.15-101



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第

3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

1
5／

1
7）

 

添3.15-102



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（代替パラメ

ータの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
推

定
（

1
6／

1
7）

 

添3.15-103



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違による

設備仕様（代替パラメー

タの推定方法）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
.1
5－

12
表
 

代
替
パ
ラ
メ

ー
タ
に

よ
る
主
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成の相違 

 

常設注水流量計の相違 

＜原子炉注水，格納容器

スプレイ＞ 

島根 2号炉では，低圧

原子炉代替注水ポンプ

による原子炉注水およ

び格納容器スプレイを

切替えて実施するため，

流量計を注水ライン分

岐前に１台設置してい

る。東海第二は，同時注

水を行うため原子炉注

水用と格納容器スプレ

イ用 の流量計を注水ラ

イン分岐後に１台ずつ

設置している。柏崎 6/7

は，原子炉注水と格納容

器スプレイを切替える

ラインと原子炉注水の

みのラインがあり流量

計は注水ライン分岐前

の１台と原子炉注水用

の１台の計２台を設置

している。 

＜ペデスタル注水＞ 

島根 2号炉では，低圧原

子炉代替注水ポンプに

よる格納容器下部への

注水を格納容器スプレ

イにより行うため，格納

容器スプレイ流量計測

と同一である。柏崎

6/7，東海第二は，格納
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容器下部への注水ライ

ンがあるため，格納容器

下部注水用の流量計を

設置している 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成の相違 
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・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，本文 

第 3.15－2図に記載 
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・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，本文 

第 3.15－2図に記載 
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・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，本文 

第 3.15－2図に記載 
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